
 

議案第３２号  

羽生市火災予防条例の一部を改正する条例  

羽生市火災予防条例（昭和３６年条例第２２号）の一部を次のよう

に改正する。  

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改

正前部分」と、改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）につい

ては、次のとおりとする。  

（１）  改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するとき

は、当該改正前部分を当該改正後部分に改める。  

（２）  改正前部分のみ存在するときは、当該改正前部分を削る。  

（３）  改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改  正  後  改  正  前  

（温風暖房機）  （温風暖房機）  

第３条の３  温風暖房機の位置及び構

造は、次に掲げる基準によらなけれ

ばならない。  

第３条の３  温風暖房機の位置及び構

造は、次に掲げる基準によらなけれ

ばならない。  

（１）  （略）  （１）  （略）  

（２）  温風暖房機に附属する風道

にあっては、不燃材料以外の材料

による仕上げ又はこれに類似する

仕上げをした建築物等の部分及び

可燃性の物品との間に次の表に掲

げる式によって算定した数値（入

力７０キロワット以上のものに附

属する風道にあっては、算定した

数値が１５以下の場合は、１５と

する。）以上の距離を保つこと。た

だし、厚さ２センチメートル以上

（ 入 力 ７０ キ ロワッ ト 以 上の も

のに附属する風道にあっては、１０

センチメートル以上）の金属以外

の不燃材料で被覆する部分につい

ては、この限りでない。  

（２）  温風暖房機に附属する風道

にあっては、不燃材料以外の材料

による仕上げ又はこれに類似する

仕上げをした建築物等の部分及び

可燃性の物品との間に次の表に掲

げる式によって算定した数値（入

力７０キロワット以上のものに附

属する風道にあっては、算定した

数値が１５以下の場合は、１５と

する。）以上の距離を保つこと。た

だし、厚さ２センチメートル以上

（ 入 力 ７０ キ ロワッ ト 以 上の も

のに附属する風道にあっては、１０

センチメートル以上）の金属以外

の不燃材料で被覆する部分につい

ては、この限りでない。  

風道からの方向  距離（単位センチ

メートル）  

風道からの方向  距離（単位センチ

メートル）  



 

 

上方～下方   （略）  

 

 

 

備考  この表において「Ｌ」とは、

風道の断面が円形の場合は直径、

長方形の場合は長辺の長さとする。  

上方～下方   （略）  

この表においてＬは、風道の断面が

円形の場合は直径、矩形の場合は長

辺の長さとする。  
 

２  （略）  ２  （略）  

（厨房設備）  （厨房設備）  

第３条の４  （略）  第３条の４  （略）  

２  前項に規定するもののほか、厨房

設備の位置、構造及び管理の基準に

ついては、第３条（第１項第１１号

から第１４号までを除く。）の規定を

準用する。この場合において、第３

条第３項の規定中「入力」とあるの

は、「当該厨房設備の入力と同一厨

房室内に設ける他の厨房設備の入

力の合計が」と読み替えるものとする。 

２  前項に規定するもののほか、厨房

設備の位置、構造及び管理の基準に

ついては、第３条（第１項第１１号

から第１４号までを除く。）の規定を

準用する。この場合において第３条

第３項の規定中「入力」とあるのは、

「当該厨房設備の入力と同一厨房室

内 に 設 け る 他 の 厨 房 設 備 の 入 力

の合計が」と読み替えるものとする。 

（変電設備）  （変電設備）  

第１１条  屋内に設ける変電設備（全

出力２０キロワット以下のもの及び

次条に掲げるものを除く。以下同

じ。）の位置、構造及び管理は、次

に掲げる基準によらなければならない。 

第１１条  屋内に設ける変電設備（全

出力２０キロワット以下のもの及び

次条に掲げるものを除く。以下同

じ。）の位置、構造及び管理は、次

に掲げる基準によらなければならない。 

（１）  （略）  （１）  （略）  

（２）  可燃性又は腐食性の蒸気又

はガスが発生し、又は滞留するお

それのない位置に設けること。  

（２）  可燃性又は腐蝕性の蒸気又

はガスが発生し、又は滞留するお

それのない位置に設けること。  

（３）～（１０）  （略）  （３）～（１０）  （略）  

２・３  （略）  ２・３  （略）  

（急速充電設備）  （急速充電設備）  

第１１条の２  急速充電設備（電気を

設備内部で変圧して、電気自動車等

（電気を動力源とする自動車、原動

機付自転車、船舶、航空機その他こ

れらに類するものをいう。以下同

じ。）にコネクター（充電用ケーブル

を電気自動車等に接続するためのも

第１１条の２  急速充電設備（電気を

設備内部で変圧して、電気自動車等

（電気を動力源とする自動車等（道

路交通法（昭和３５年法律第１０５

号）第２条第１項第９号に規定する

自動車又は同項第１０号に規定する

原動機付自転車をいう。第１２号に



 

 

のをいう。以下同じ。）を用いて充電

する設備（全出力２０キロワット以

下のものを除く。）をいい、分離型の

もの（変圧する機能を有する設備本

体及び充電ポスト（コネクター及び

充電用ケーブルを収納する設備で、

変圧する機能を有しないものをい

う。以下同じ。）により構成されるも

のをいう。以下同じ。）にあっては、

充電ポストを含む。以下同じ。）の位

置、構造及び管理は、次に掲げる基

準によらなければならない。  

おいて同じ。）をいう。以下この条に

おいて同じ。）に充電する設備（全出

力２０キロワット以下のもの及び全

出力２００キロワットを超えるもの

を除く。）をいう。以下同じ。）の位

置、構造及び管理は、次に掲げる基

準によらなければならない。  

（１）  急速充電設備（全出力５０

キロワット以下のもの及び消防長

が認める延焼を防止するための措

置が講じられているものを除く。）

を屋外に設ける場合にあっては、

建築物から３メートル以上の距離

を保つこと。ただし、次に掲げる

ものにあっては、この限りでない。 

（１）  急速充電設備（全出力５０

キロワット以下のもの及び消防長

が認める延焼を防止するための措

置が講じられているものを除く。）

を屋外に設ける場合にあっては、

建築物から３メートル以上の距離

を保つこと。ただし、不燃材料で

造り、又は覆われた外壁で開口部

のないものに面するときは、この

限りでない。  

ア  不燃材料で造り、又は覆われ

た外壁で開口部のないものに面

するもの  

＿  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿  

イ  分離型のものにあっては、充

電ポスト  

＿  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿  

（２）  その 筐
きょう

体は、不燃性の金属

材料で造ること。ただし、分離型

のものの充電ポストにあっては、

この限りでない。  

（２）  その 筐
きょう

体は不燃性の金属材

料で造ること。  

（３）～（５）  （略）  （３）～（５）  （略）  

（６）  コネクターと電気自動車等

が確実に接続されていない場合に

は、充電を開始しない措置を講ず

ること。  

（６）  急速充電設備と電気自動車

等が確実に接続されていない場合

には、充電を開始しない措置を講

ずること。  

（７）  コネクターが電気自動車等

に接続され、電圧が印加されてい

る場合には、当該コネクターが当

該電気自動車等から外れないよう

にする措置を講ずること。  

（７）  急速充電設備と電気自動車

等の接続部に電圧が印加されてい

る場合には、当該接続部が外れな

いようにする措置を講ずること。  



 

 

（８）～（１０）  （略）  （８）～（１０）  （略）  

（１１）  急速充電設備を手動で緊

急 に 停 止す る ことが で き る装 置

を、当該急速充電設備の利用者が

異常を認めたときに、速やかに操

作することができる箇所に設ける

こと。  

（１１）  急速充電設備を手動で緊

急停止させることができる措置を

講ずること。  

（１２）  急速充電設備と電気自動

車等の衝突を防止する措置を講ず

ること。  

（１２）  自動車等の衝突を防止す

る措置を講ずること。  

（１３）  コネクターについて、操

作に伴う不時の落下を防止する措

置を講ずること。ただし、コネク

ターに十分な強度を有するものに

あっては、この限りでない。  

（１３）  コネクター（充電用ケー

ブルを電気自動車等に接続するた

めの部分をいう。以下この号にお

いて同じ。）について、操作に伴う

不時の落下を防止する措置を講ず

ること。ただし、コネクターに十

分 な 強 度を 有 するも の に あっ て

は、この限りでない。  

（１４）・（１５）  （略）  （１４）・（１５）  （略）  

（１６）  急速充電設備のうち蓄電

池 を 内 蔵し て いるも の に あっ て

は、当該蓄電池（主として保安の

ために設けるものを除く。）につい

て、次に掲げる措置を講ずること。 

（１６）  急速充電設備のうち蓄電

池 を 内 蔵し て いるも の に あっ て

は、当該蓄電池について次に掲げ

る措置を講ずること。  

ア～エ  （略）  ア～エ  （略）  

（１７）  急速充電設備のうち分離

型のものにあっては、充電ポスト

に蓄電池（主として保安のために

設けるものを除く。）を内蔵しない

こと。  

＿＿＿＿  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿  

（１８）  （略）  （１７）  （略）  

（１９）  （略）  （１８）  （略）  

２  （略）  ２  （略）  

（ネオン管灯設備）  （ネオン管灯設備）  

第１４条  ネオン管灯設備の位置及び

構造は、次に掲げる基準によらなけ

ればならない。  

第１４条  ネオン管灯設備の位置、及

び構造は、次に掲げる基準によらな

ければならない。  

（１）～（３）  （略）  （１）～（３）  （略）  

（４）  壁等を貫通する部分の碍
がい

管

は、壁等に固定すること。  

（４）  壁等を貫通する部分の碍管

は、壁等に固定すること。  



 

 

（５）  （略）  （５）  （略）  

２  （略）  ２  （略）  

（避雷設備）  （避雷設備）  

第１６条  避雷設備の位置及び構造

は、消防長が指定する日本産業規格

（産業標準化法（昭和２４年法律第

１８５号）第２０条第１項の日本産

業規格をいう。以下同じ。）に適合す

るものとしなければならない。  

第１６条  避雷設備の位置及び構造

は、消防長が指定する日本産業規格

（産業標準化法（昭和２４年法律第

１８５号）第２０条第１項の日本産

業規格をいう。）に適合するものとし

なければならない。  

２  （略）  ２  （略）  

（水素ガスを充てんする気球）  （水素ガスを充てんする気球）  

第１７条  水素ガスを充てんする気球

の位置、構造及び管理は、次に掲げ

る基準によらなければならない。  

第１７条  水素ガスを充てんする気球

の位置、構造及び管理は、次に掲げ

る基準によらなければならない。  

（１）・（２）  （略）  （１）・（２）  （略）  

（３）  掲揚に際しては、掲揚綱と

周囲の建築物又は工作物との間に

水平距離１０メートル以上の空間

を保有するとともに、掲揚綱の固

定箇所に柵等を設け、かつ、立入

りを禁止する旨を表示すること。

ただし、前号ただし書の規定によ

り建築物の屋上で掲揚する場合に

おいては、この限りでない。  

（３）  掲揚に際しては、掲揚綱と

周囲の建築物又は工作物との間に

水平距離１０メートル以上の空間

を保有するとともに、掲揚綱の固

定箇所にさく等を設け、かつ、立

入 り を 禁止 す る旨を 標 示 する こ

と。ただし、前号ただし書の規定

により建築物の屋上で掲揚する場

合においては、この限りでない。  

（４）～（１２）  （略）  （４）～（１２）  （略）  

（喫煙等）  （喫煙等）  

第２３条  （略）  第２３条  （略）  

２  前項の消防長が指定する場所に

は、客席の前面その他の見やすい箇

所に「禁煙」、「火気厳禁」又は「危

険物品持込み厳禁」を表示した標識

を設けなければならない。この場合

において、標識の色は、地を赤色と

し、文字を白色とするものとする。  

２  前項の消防長が指定する場所に

は、客席の前面その他の見やすい箇

所に「禁煙」、「火気厳禁」又は「危

険物品持込み厳禁」を表示した標識

を設けなければならない。この場合

において標識の色は、地を赤色、文

字を白色とするものとする。  

 ３  前項の場合において、併せて図記

号による標識を設けるときは、別表

第７に定めるものとしなければなら

ない。  

３  第１項の消防長が指定する場所

（同項第３号に掲げる場所を除く。）

４  第１項の消防長が指定する場所

（同項第３号に掲げる場所を除く。）



 

 

を有する防火対象物の関係者は、次

の各号に掲げる場合の区分に応じ、

それぞれ次の各号に定める措置を講

じなければならない。  

を有する防火対象物の関係者は、次

の各号に掲げる場合の区分に応じ、

それぞれ次の各号に定める措置を講

じなければならない。  

（１）  （略）  （１）  （略）  

（２）  前号に掲げる場合以外の場

合  適当な数の吸殻容器を設けた

喫煙所の設置及び当該喫煙所にお

ける「喫煙所」と表示した標識の

設置（健康増進法（平成１４年法

律第１０３号）第３３条第２項に

規定する喫煙専用室標識を設ける

場 合 に おい て は、こ の 限 りで な

い。）  

（２）  前号に掲げる場合以外の場

合  適当な数の吸殻容器を設けた

喫煙所の設置及び当該喫煙所にお

ける「喫煙所」と表示した標識の

設置（併せて図記号による標識を

設けるときは、別表第７に定める

ものとしなければならない。）  

４  第２項又は前項第２号に規定する

標識と併せて図記号による標識を設

けるときは、「禁煙」又は「火気厳禁」

と表示した標識と併せて設ける図記

号にあっては、国際標準化機構が定

めた規格第７０１０号又は日本産業

規格Ｚ８２１０に適合するものと

し、「喫煙所」と表示した標識と併せ

て 設 け る 図 記 号 に あ っ て は 、 国

際標準化機構が定めた規格第７００１

号又は日本産業規格Ｚ８２１０に

適合するものとしなければならない。 

 

５  第３項第２号に掲げる場合におい

て、劇場等の喫煙所は、階ごとに客

席及び廊下（通行の用に供しない部

分を除く。）以外の場所に設けなけれ

ばならない。ただし、劇場等の一部

の階において全面的に喫煙が禁止さ

れている旨の標識の設置その他の当

該階における全面的な喫煙の禁止を

確保するために消防長が火災予防上

必要と認める措置を講じた場合は、

当該階において喫煙所を設けないこ

とができる。  

５  前項第２号に掲げる場合におい

て、劇場等の喫煙所は、階ごとに客

席及び廊下（通行の用に供しない部

分を除く。）以外の場所に設けなけれ

ばならない。ただし、劇場等の一部

の階において全面的に喫煙が禁止さ

れている旨の標識の設置その他の当

該階における全面的な喫煙の禁止を

確保するために消防長が火災予防上

必要と認める措置を講じた場合は、

当該階において喫煙所を設けないこ

とができる。  

６・７  （略）  ６・７  （略）  

（玩具用煙火）  （がん具用煙火）  



 

 

第２６条  玩具用煙火は、火災予防上

支障のある場所で消費してはならな

い。  

第２６条  がん具用煙火は、火災予防

上支障のある場所で消費してはなら

ない。  

２  玩具用煙火を貯蔵し、又は取り扱

う場合においては、炎、火花又は高

温体との接近を避けなければならな

い。  

２  がん具用煙火を貯蔵し、又は取り

扱う場合においては、炎、火花又は

高温体との接近を避けなければなら

ない。  

３  火薬類取締法施行規則（昭和２５

年通商産業省令第８８号）第９１条

第２号で定める数量の５分の１以上

同号で定める数量以下の玩具用煙火

を貯蔵し、又は取り扱う場合におい

ては、蓋のある不燃性の容器に入れ

るか、又は防炎処理を施した覆いを

しなければならない。  

３  火薬類取締法施行規則（昭和２５

年通商産業省令第８８号）第９１条

第２号で定める数量の５分の１以上

同号で定める数量以下のがん具用煙

火を貯蔵し、又は取り扱う場合にお

いては、ふたのある不燃性の容器に

入れるか、又は防炎処理を施したお

おいをしなければならない。  

（住宅用防災警報器の設置及び維持

に関する基準）  

（住宅用防災警報器の設置及び維持

に関する基準）  

第２９条の３  住宅用防災警報器は、

次に掲げる住宅の部分（第２号から

第５号までに掲げる住宅の部分にあ

っては、令別表第１（５）項ロに掲

げる防火対象物又は（１６）項に掲

げる防火対象物の住宅の用途に供さ

れる部分のうち、専ら居住の用に供

されるべき住宅の部分以外の部分で

あって、廊下、階段、エレベーター、

エレベーターホール、機械室、管理

事務所その他入居者の共同の福祉の

ために必要な共用部分を除く。）に設

けること。  

第２９条の３  住宅用防災警報器は、

次に掲げる住宅の部分（第２号から

第５号までに掲げる住宅の部分にあ

っては、令別表第１（５）項ロに掲

げる防火対象物又は（１６）項に掲

げる防火対象物の住宅の用途に供さ

れる部分のうち、もっぱら居住の用

に供されるべき住宅の部分以外の部

分であって、廊下、階段、エレベー

ター、エレベーターホール、機械室、

管理事務所その他入居者の共同の福

祉のために必要な共用部分を除く。）

に設けること。  

（１）～（５）  （略）  （１）～（５）  （略）  

２～６  （略）  ２～６  （略）  

第３１条の２  指定数量の５分の１以

上指定数量未満の危険物の貯蔵及び

取扱いの全てに共通する技術上の基

準は、次のとおりとする。  

第３１条の２  指定数量の５分の１以

上指定数量未満の危険物の貯蔵及び

取扱いのすべてに共通する技術上の

基準は、次のとおりとする。  

（１）～（１７）  （略）  （１）～（１７）  （略）  

２  指定数量の５分の１以上指定数量

未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱

う場所の位置、構造及び設備の全て

２  指定数量の５分の１以上指定数量

未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱

う場所の位置、構造及び設備のすべ



 

 

に共通する技術上の基準は、次のと

おりとする。  

てに共通する技術上の基準は、次の

とおりとする。  

（１）～（９）  （略）  （１）～（９）  （略）  

（劇場等の客席）  （劇場等の客席）  

第３５条  劇場等の屋内の客席は、次

の各号に定めるところによらなけれ

ばならない。  

第３５条  劇場等の屋内の客席は、次

の各号に定めるところによらなけれ

ばならない。  

（１） 椅子は、床に固定すること。 （１） いすは、床に固定すること。 

（２）  椅子背（椅子背のない場合

にあっては、椅子背に相当する椅

子の部分。以下この条及び次条に

おいて同じ。）の間隔は、８０セン

チメートル以上とし、椅子席の間

隔（前席の最後部と後席の最前部

の間の水平距離をいう。以下この

条において同じ。）は、３５センチ

メートル以上とし、座席の幅は、

４０センチメートル以上とするこ

と。  

（２）  いす背（いす背のない場合

にあっては、いす背に相当するい

すの部分。以下この条及び次条に

おいて同じ。）の間隔は、８０セン

チメートル以上とし、いす席の間

隔（前席の最後部と後席の最前部

の間の水平距離をいう。以下この

条において同じ。）は、３５センチ

メートル以上とし、座席の幅は、

４０センチメートル以上とするこ

と。  

（３）・（４）  （略）  （３）・（４）  （略）  

（５）  客席の避難通路は、次によ

ること。  

（５）  客席の避難通路は、次によ

ること。  

ア  椅子席を設ける客席の部分に

は、横に並んだ椅子席の基準席

数（８席に椅子席の間隔が３５

センチメートルを超える１セン

チメートルごとに１席を加えた

席数（２０席を超える場合にあ

っては、２０席）をいう。以下

この条において同じ。）以下ごと

に、その両側に縦通路を保有す

ること。ただし、基準席数に２

分の１を乗じて得た席数（１席

未満の端数がある場合は、その

端数は切り捨てる。）以下ごとに

縦通路を保有する場合にあって

は、片側のみとすることができ

る。  

ア  いす席を設ける客席の部分に

は、横に並んだいす席の基準席

数（８席にいす席の間隔が３５

センチメートルを超える１セン

チメートルごとに１席を加えた

席数（２０席を超える場合にあ

っては、２０席とする。）をいう。

以下この条において同じ。）以下

ごとに、その両側に縦通路を保

有すること。ただし、基準席数

に ２ 分 の １ を 乗 じ て 得 た 席 数

（ １ 席 未 満 の 端 数 が あ る 場 合

は、その端数は切り捨てる。）以

下ごとに縦通路を保有する場合

にあっては、片側のみとするこ

とができる。  

イ  アの縦通路の幅は、当該通路

のうち避難の際に通過すると想

イ  アの縦通路の幅は、当該通路

のうち避難の際に通過すると想



 

 

定される人数が最大となる地点

での当該通過人数に０．６セン

チ メ ー ト ル を 乗 じ て 得 た 幅 員

（以下「算定幅員」という。）以

上とすること。ただし、当該通

路の幅は、８０センチメートル

（片側のみが椅子席に接する縦

通路にあっては、６０センチメ

ートル）未満としてはならない。 

定される人数が最大となる地点

での当該通過人数に０．６セン

チ メ ー ト ル を 乗 じ て 得 た 幅 員

（以下「算定幅員」という。）以

上とすること。ただし、当該通

路の幅は、８０センチメートル

（片側のみがいす席に接する縦

通路にあっては、６０センチメ

ートル）未満としてはならない。 

ウ  椅子席を設ける客席の部分に

は、縦に並んだ椅子席２０席以

下ごと及び当該客席の部分の最

前部に算定幅員以上の幅員を有

する横通路を保有すること。た

だし、当該通路の幅は、１メー

トル未満としてはならない。  

ウ  いす席を設ける客席の部分に

は、縦に並んだいす席２０席以

下ごと及び当該客席の部分の最

前部に算定幅員以上の幅員を有

する横通路を保有すること。た

だし、当該通路の幅は、１メー

トル未満としてはならない。  

エ・オ  （略）  エ・オ  （略）  

第３６条  劇場等の屋外の客席は、次

の各号に定めるところによらなけれ

ばならない。  

第３６条  劇場等の屋外の客席は、次

の各号に定めるところによらなけれ

ばならない。  

（１） 椅子は、床に固定すること。 （１） いすは、床に固定すること。 

（２）  椅子背の間隔は、７５セン

チメートル以上とし、座席の幅は

４０センチメートル以上とするこ

と。ただし、椅子背がなく、かつ、

椅子座が固定している場合にあっ

ては、椅子背の間隔を７０センチ

メ ー ト ル以 上 とする こ と がで き

る。  

（２）  いす背の間隔は、７５セン

チメートル以上とし、座席の幅は

４０センチメートル以上とするこ

と。ただし、いす背がなく、かつ、

いす座が固定している場合にあっ

ては、いす背の間隔を７０センチ

メ ー ト ル以 上 とする こ と がで き

る。  

（３）  （略）  （３）  （略）  

（４）  客席の避難通路は、次に定

めるところによらなければならな

い。  

（４）  客席の避難通路は、次に定

めるところによらなければならな

い。  

ア  椅子席を設ける客席の部分に

は、横に並んだ椅子席１０席（椅

子背がなく、かつ、椅子座が固

定している場合にあっては、２

０席）以下ごとに、その両側に

幅８０センチメートル以上の通

路を保有すること。ただし、５

ア  いす席を設ける客席の部分に

は、横に並んだいす席１０席（い

す背がなく、かつ、いす座が固

定している場合にあっては、２

０席）以下ごとに、その両側に

幅８０センチメートル以上の通

路を保有すること。ただし、５



 

 

席（椅子背がなく、かつ、椅子

座が固定している場合にあって

は、１０席）以下ごとに通路を

保有する場合にあっては、片側

のみとすることができる。  

席（いす背がなく、かつ、いす

座が固定している場合にあって

は、１０席）以下ごとに通路を

保有する場合にあっては、片側

のみとすることができる。  

イ  椅子席を設ける客席の部分に

は、幅１メートル以上の通路を、

各座席から歩行距離１５メート

ル以下でその１に達し、かつ、

歩行距離４０メートル以下で避

難口に達するように保有するこ

と。  

イ  いす席を設ける客席の部分に

は、幅１メートル以上の通路を、

各座席から歩行距離１５メート

ル以下でその１に達し、かつ、

歩行距離４０メートル以下で避

難口に達するように保有するこ

と。  

ウ・エ  （略）  ウ・エ  （略）  

（キャバレー等の避難通路）  （キャバレー等の避難通路）  

第３７条  キャバレー、カフェー、ナ

イトクラブその他これらに類するも

の（以下「キャバレー等」という。）

及び飲食店の階のうち、当該階にお

ける客席の床面積が１５０平方メー

トル以上の階の客席には、有効幅員

１．６メートル（飲食店にあっては、

１．２メートル）以上の避難通路を、

客席の各部分から椅子席、テーブル

席又はボックス席７個以上を通過し

ないで、その１に達するように保有

しなければならない。  

第３７条  キャバレー、カフェー、ナ

イトクラブその他これらに類するも

の（以下「キャバレー等」という。）

及び飲食店の階のうち、当該階にお

ける客席の床面積が１５０平方メー

トル以上の階の客席には、有効幅員

１．６メートル（飲食店にあっては、

１．２メートル）以上の避難通路を、

客席の各部分からいす席、テーブル

席又はボックス席７個以上を通過し

ないで、その１に達するように保有

しなければならない。  

（劇場等の定員）  （劇場等の定員）  

第３９条  劇場等の関係者は、次の各

号に定めるところにより、収容人員

の適正化に努めなければならない。  

第３９条  劇場等の関係者は、次の各

号に定めるところにより、収容人員

の適正化に努めなければならない。  

（１）  客席の部分ごとに、次のア

からウまでによって算定した数の

合計数（以下「定員」という。）を

超えて客を入場させないこと。  

（１）  客席の部分ごとに、次のア

からウまでによって算定した数の

合計数（以下「定員」という。）を

超えて客を入場させないこと。  

ア  固定式の椅子席を設ける部分

については、当該部分にある椅

子席の数に対応する数。この場

合において、長椅子式の椅子席

にあっては、当該椅子席の正面

幅を４０センチメートルで除し

ア  固定式のいす席を設ける部分

については、当該部分にあるい

す席の数に対応する数。この場

合において、長いす式のいす席

にあっては、当該いす席の正面

幅を４０センチメートルで除し



 

 

て得た数（１未満の端数は、切

り捨てるものとする。）とする。 

て得た数（１未満のはしの数は、

切り捨てるものとする。）とす

る。  

イ・ウ  （略）  イ・ウ  （略）  

（２）～（４）  （略）  （２）～（４）  （略）  

（避難施設の管理）  （避難施設の管理）  

第４０条  令別表第１に掲げる防火対

象物の避難口、廊下、階段、避難通

路その他避難のために使用する施設

は、次に定めるところにより、避難

上有効に管理しなければならない。  

第４０条  令別表第１に掲げる防火対

象物の避難口、廊下、階段、避難通

路その他避難のために使用する施設

は、次に定めるところにより、避難

上有効に管理しなければならない。  

（１）・（２）  （略）  （１）・（２）  （略）  

（３）  前号の戸には、施錠装置を

設けてはならない。ただし、非常

時に自動的に解錠できる機能を有

するもの又は屋内から鍵等を用い

ることなく容易に解錠できる構造

であるものにあっては、この限り

でない。  

（３）  前号の戸には、施錠装置を

設けてはならない。ただし、非常

時に自動的に解錠できる機能を有

するもの又は屋内からかぎ等を用

いることなく容易に解錠できる構

造であるものにあっては、この限

りでない。  

（火災と紛らわしい煙等を発するお

それのある行為等の届出）  

（火災とまぎらわしい煙等を発する

おそれのある行為等の届出）  

第４５条  次に掲げる行為をしようと

する者は、あらかじめ、その旨を消

防長に届け出なければならない。  

第４５条  次に掲げる行為をしようと

する者は、あらかじめ、その旨を消

防長に届け出なければならない。  

（１）  （略）  （１）  （略）  

（２）  煙火（玩具用煙火を除く。）

の打上げ又は仕掛  

（２） 煙火（がん具用煙火を除く。）

の打上げ又は仕掛  

（３）～（６）  （略）  （３）～（６）  （略）  

別表第７  削除  別表第７（第２３条関係）  

 表示の種類  図記号  色  

禁煙である

旨の表示  

 

記号は黒、斜

めの帯及び枠

は赤、地は白  

火気厳禁で

ある旨の表

示  

 

記号は黒、斜

めの帯及び枠

は赤、地は白  

喫煙所であ

る旨の表示   

記号は黒、地

は白  
 

  



 

 

附  則  

（施行期日）  

１  この条例は、公布の日から施行する。ただし、第１１条の２第１

項の改正及び次項の規定は、令和５年１０月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  第１１条の２第１項の改正の施行の際現に設置され、又は設置の

工事がされている急速充電設備に係る位置、構造及び管理に関する

基準の適用については、なお従前の例による。  

３  この条例による改正後の羽生市火災予防条例（以下「新条例」と

いう。）第２３条第３項第２号の規定の適用については、当分の間、

同号中「喫煙専用室標識」とあるのは、「喫煙専用室標識又は健康増

進法の一部を改正する法律（平成３０年法律第７８号）附則第３条

第１項の規定により読み替えて適用される健康増進法第３３条第２

項に規定する指定たばこ専用喫煙室標識」と読み替えるものとする。 

４  この条例の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている

新条例第２３条第２項又は第３項第２号に規定する標識と併せて設

ける図記号のうち、新条例第２３条第４項の規定に適合しないもの

については、当該規定にかかわらず、なお従前の例による。  

令和５年６月２２日提出  

埼玉県羽生市長  河  田  晃  明    

 


